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問合せ　業務課
（☎372-3311・内線873）

特集

　普段使っている水道水がどのようにやってく
るのか、ダムまでたどってみませんか。

対象　小・中学生と保護者
＊小学生は、保護者が同伴してください。
日時　７月25日㈪　午前９時～午後４時
（雨天決行、荒天中止）
集合場所　市役所本庁舎前
内容　配水池や浄水場、漁川ダムなどをバスで見学
定員　30人
＊応募者多数の場合は抽選です。
持ち物　昼食・雨具など
申込み　６月６日～10日に電話で業務課

北広島市水道発祥の碑

　
　
　

段
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
水
道
水
。

　
　
　

24
時
間
い
つ
で
も
、
蛇
口
を
ひ
ね　

る
と
、
そ
の
ま
ま
飲
む
こ
と
の
で
き
る
水

が
出
て
き
ま
す
。
日
本
に
住
ん
で
い
る
と

当
た
り
前
に
思
い
ま
す
が
、
世
界
に
目
を

向
け
る
と
水
道
水
を
そ
の
ま
ま
飲
め
る
国

は
、十
数
カ
国
程
度
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
４
月
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
の

よ
う
に
大
き
な
災
害
が
発
生
す
る
と
、
配

水
管
な
ど
が
破
損
し
、
水
道
水
を
利
用
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　

６
月
１
日
〜
７
日
は
、
水
道
に
つ
い
て

の
理
解
と
関
心
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
の

水
道
週
間
で
す
。
本
年
度
は
、「
じ
ゃ
口
か

ら
安
心
と
ど
け
未
来
ま
で
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
実
施
し
ま
す
。

　

水
は
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
す
。

　

こ
の
機
会
に
水
が
出
る
便
利
さ
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

水
に
す
ら
不
自
由
し
、
湧
き
水
を
く
ん
だ

り
雪
解
け
水
や
雨
水
を
た
め
て
飲
む
過
酷

な
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
水

源
確
保
の
た
め
、た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
重
ね
、

昭
和
32
年
、
深
井
戸
に
よ
る
「
西
の
里
開

拓
専
用
水
道
」
を
よ
う
や
く
完
成
さ
せ
ま

す
。
こ
れ
が
当
市
水
道
の
発
祥
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
38
年
に
は
、
東
部
市
街
地
へ
の

給
水
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
北
広

島
団
地
開
発
に
伴
い
水
需
要
が
急
増
し
た

こ
と
か
ら
、
水
源
を
漁い

ざ
り
が
わ川
ダ
ム
に
求
め
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
56
年
に
は
、
漁
川
ダ

ム
の
水
が
西
の
里
配
水
池
に
給
水
さ
れ
、

ひ
っ
そ
り
と
そ
の
役
目
を
終
え
ま
し
た
。

　

現
在
、
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
水
道
で

す
が
、
水
源
確
保
に
奮
闘
し
た
先
人
た
ち

の
苦
労
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

の
里
市
街
地
の
南
東
に
広
が
る
緩

　
　
　

や
か
な
丘
陵
地
。「
椴と

ど
や
ま山
」
と
言
わ

れ
て
い
る
こ
の
辺
り
一
帯
は
、
市
内
で
最

も
地
下
水
に
恵
ま
れ
な
い
地
区
で
し
た
。

　

戦
後
、
入
植
者
た
ち
は
、
日
々
の
飲
み

「
蛇
口
を
ひ
ね
る
と
水
が
出
る
」

当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
？

当
市
水
道
発
祥
の
地

普西

広報　 　－ 2016.6.1 2



沖久次さん（西の里）

　市では、災害に強い水道施設の整備を進めています。断
水など、不測の事態には応急給水を行いますが、大規模な
災害では、給水まで数日間かかることもあります。
　災害時は「自分の身は自分で守る」ことが基本です。普
段から家庭で水に関する備えをしておきましょう。
●備蓄の目安は、３ℓ×家族の人数×３日間です
●ポリタンクなどの密封した容器に入れ冷暗所に保管し、
３日ごとに取り換えましょう
●風呂の残り湯は捨てないでおくと、
トイレや洗濯用水などに役立ちます

　
　

拓
専
用
水
道
の
工
事
に
参
加
し
た　

　
　

沖お
き

久ひ
さ
じ次

さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。　

　
　

椴
山
地
区
は
、
市
内
で
最
も
地
下

水
に
恵
ま
れ
な
い
地
域
だ
っ
た
と
聞
い

て
い
ま
す
。「
西
の
里
開
拓
専
用
水
道
」

が
で
き
る
ま
で
生
活
用
水
は
、
ど
う
し

て
い
た
の
で
す
か
。

　

通
常
の
深
さ
の
井
戸
で
は
、
水
は
出

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
家
か
ら
２
０
０
ｍ

ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
に
沢
が
あ
り
、
水

が
湧
き
出
て
い
ま
し
た
。
３
歳
の
時
に

父
が
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
朝
夕
に

私
と
母
、
祖
父
で
バ
ケ
ツ
に
そ
の
湧
き

水
を
く
む
の
が
日
課
で
し
た
。

　
　

毎
日
２
回
、
バ
ケ
ツ
で
運
ん
だ
の

で
す
か
。
そ
れ
は
大
変
で
す
ね
。
湧
き

水
は
、
そ
の
ま
ま
飲
み
水
と
し
て
使
え

ま
し
た
か
。

　

今
み
た
い
に
ポ
リ
タ
ン
ク
の
よ
う
な

　遠
藤

沖遠
藤

沖

遠
藤

沖遠
藤

沖

遠
藤

沖　遠
藤

沖

物
が
な
か
っ
た
の
で
、
て
ん
び
ん
棒
を

両
肩
に
担
い
で
バ
ケ
ツ
を
運
ん
で
い
ま

し
た
。
毎
回
、
近
所
の
方
た
ち
と
競
争

で
す
よ
。
湧
き
水
は
そ
の
ま
ま
飲
め
る

ほ
ど
き
れ
い
な
も
の
で
し
た
が
、
大
雨

の
時
は
濁
り
ま
す
の
で
、
布
で
濾こ

す
な

ど
し
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　

地
下
水
に
恵
ま
れ
な
い
地
区
は
、

大
変
な
思
い
を
し
て
い
た
の
で
す
ね
。

　

井
戸
を
利
用
で
き
る
地
域
は
、
本
当

に
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
で
す
よ
。
現
在

の
西
の
里
小
学
校
か
ら
東
側
は
、
ほ
と

ん
ど
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　

そ
う
し
た
状
況
が
あ
っ
て
、
椴
山

地
区
の
人
た
ち
は
、
苦
労
を
重
ね
、
開

拓
専
用
水
道
を
完
成
さ
せ
た
の
で
す
ね
。

　

昭
和
32
年
に
完
成
し
た
開
拓
専
用
水

道
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
当
初
は
20
戸

程
度
の
開
拓
者
専
用
の
水
道
で
し
た
。

そ
の
後
、
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
集
落

ま
で
配
水
管
を
拡
張
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
時
の
工
事
に
は
、
私
も

参
加
し
て
い
ま
す
。
手
掘
り
だ
っ
た
の

で
大
変
な
思
い
を
し
ま
し
た
。
地
盤
が

固
く
、
50
〜
60
㎝
く
ら
い
の
深
さ
し
か

掘
れ
な
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　
　

沖
さ
ん
の
自
宅
に
水
道
管
が
引
か

れ
、
待
望
の
水
道
水
が
蛇
口
か
ら
出
た

の
は
い
つ
で
す
か
。

　

昭
和
34
年
こ
ろ
で
す
。
結
婚
し
た
の

が
37
年
で
、
そ
の
３
年
く
ら
い
前
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
初
め
て
水
が
出
た
と

き
は
、
感
無
量
で
し
た
。

　
　

北
広
島
市
の
水
道
普
及
率
は
、
現

在
98
・
５
％
で
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
水

道
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
状
況
に

つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。

　

ま
た
、
当
市
の
水
道
料
金
は
他
の
ま

ち
よ
り
も
若
干
高
め
で
す
が
、
ど
う
感

じ
て
い
ま
す
か
。

　

使
い
た
い
と
き
に
蛇
口
を
ひ
ね
る
と

水
が
出
る
現
在
の
状
況
は
、
本
当
に
幸

せ
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

水
道
料
金
が
高
い
と
感
じ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
昔
の
生
活
に
は
二
度
と

戻
り
た
く
な
い
で
す
か
ら
ね
。

　

こ
の
た
び
、
熊
本
地
震
で
被
災
さ
れ

た
方
は
、
大
変
な
思
い
を
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
電
気
や
水
道
は
、
使
え
な

く
な
っ
た
と
き
に
初
め
て
そ
の
あ
り
が

た
さ
に
気
づ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。水
道
事
業
に
携
わ
る
皆
さ
ん
に
は
、

今
後
も
安
全
で
安
心
な
水
の
供
給
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

開

業務課長　遠藤智

第１位（40％）風呂
●浴槽にためる水は約200ℓ
●シャワーを５分間出したま
まにすると約60ℓ
第２位（22％）水洗トイレ　
●１回流すと約３～20ℓ
第３位（17％）台所
第４位（15％）洗濯　
第５位（６％）洗顔・その他

家庭で使われる水の量
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◆執行状況 （３月31日現在）
区分 最終予算額 収入・支出済額

歳
入

市税 74億0,869万円 72億2,086万円
地方交付税 40億5,581万円 40億4,893万円
国庫支出金 45億0,922万円 35億8,067万円
道支出金 15億0,561万円 10億3,846万円
市債 35億5,380万円 3億0,730万円
その他 40億5,723万円 33億1,816万円
合計 250億9,036万円 195億1,438万円

歳
出

民生費 82億4,465万円 72億1,059万円
土木費 28億7,385万円 21億9,038万円
教育費 29億0,405万円 23億1,378万円
公債費 24億6,526万円 24億5,292万円
職員費 39億0,771万円 38億1,087万円
その他 46億9,484万円 35億8,122万円
合計 250億9,036万円 215億5,976万円

家計における貯金に当たります。
特定の目的のために積み立てる
資金です。

　（３月31日現在）
名称 現在高

財政調整基金 6億0,791万円
減債基金 5億0,213万円
義務教育施設整備基金 1億5,675万円
庁舎建設基金 12億3,595万円
土地開発基金 3億0,121万円
施設営繕基金 1億6,186万円
霊園管理基金 2億3,063万円
その他 5億1,787万円

合計 37億1,431万円

◆下半期の補正予算は、ありませんでした。

使用料収入などにより独立
採算制で運営する会計です。
水道事業会計があります。

◆執行状況 （３月31日現在）
区分 最終予算額 決算予定額

水
道
事
業

収益的 収入 13億8,010万円 13億9,454万円
支出 13億7,535万円 13億0,523万円

資本的
収入 586万円 544万円
支出 4億8,180万円 4億1,075万円

特定の経費を、一般の経費と区別
して処理する会計です。

◆執行状況 （３月31日現在）
区分 最終予算額 収入済額 支出済額
国民健康
保険 80億9,028万円 67億6,827万円 71億3,376万円

下水道 20億4,132万円 14億0,408万円 18億7,313万円
霊園 7,180万円 2,682万円 4,032万円
介護保険 40億8,309万円 36億4,865万円 34億5,423万円
後期高齢
者医療 7億8,625万円 7億2,058万円 7億2,216万円

◆下半期の補正予算の状況
　●国民健康保険事業特別会計　　　　　　  3,925万円
　●介護保険特別会計　　　　　　　　　　   167万円

〈歳出〉
福祉や教育、地方創生に必要な経費などを増額しました。
また、 市職員の給与改定などに伴い、職員費を増額しま
した。このほか、各事業で必要な経費が確定したため、
補正しました｡

民生費
82億
4,465万円

土木費
28億
7,385万円

　　職員費
  39億

       0,771万円

 教育費
29億
0,405万円

その他
（衛生費など）
46億9,484万円

　　　公債費
    24億6,526
　　　   万円

　３月末までの執行状況（確定は５月末）は、収入額が195億1,438万円（対予算額77.8％）、支出額が215億
5,976万円（対予算額85.9％）　　です。
　支出額に対して、一時的に不足する資金20億4,538万円は、各種基金からの借り入れなどにより対応してい
ます｡

新庁舎建設 西の里ファミリー体育館
の大規模改修

＊千円単位以下は省略しています。「市民１人当たり（の金額）」
は、それぞれの額を、下記の人口で割っています。
平成28年３月31日現在の人口　５万9,140人

問合せ　財政課
（☎372ｰ3311・内線865）
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（前年度比10.9％の増）

福祉や教育など、市政運営の基
本的な経費を計上する会計です。

下半期の補正予算額　６億8,608万円
上半期の補正予算額　２億0,611万円

道支出金
15億0,561万円

     地方交付税
  40億
  5,581万円国庫支出金

45億0,922万円

市債
35億
5,380万円

その他
　　　　　（交付金・
　　　　譲与税など）
       40億5,723万円    市税

   74億
       0,869万円

〈歳入〉
臨時福祉給付金など給付事業に伴う国庫支出金や、
小・中学校の改修事業などに伴う市債を増額しまし
た。このほか、各種交付金・譲与税を決算見込額に
補正しました。

＊このうち、平成27年度内に支出が終わらない予算11
億3,538万円は、28年度に繰り越して事業を実施しま
す。

家計における住宅ローンなどに当たり
ます。公共施設整備などのため、市が
借り入れる長期の借入金です。

　　　（３月31日現在）　　　
区分 現在高

普通
会計

一般会計 226億1,308万円 226億7,678万円霊園会計 6,370万円

公営
企業

水道 10億6,245万円

88億8,153万円下水道 76億5,628万円
介護保険 6,282万円
駐車場 9,998万円
合計 315億5,831万円

市税は、家計における給料などに当た
ります。歳入予算全体の30％を占めて
います｡

◆執行状況 （３月31日現在）
区分 最終予算額 収入済額 収入率

市民税 個人 24億1,003万円 21億6,397万円 90％
法人 6億8,684万円 6億8,848万円 100％

固定資産税 32億5,463万円 33億0,540万円 102％
軽自動車税 8,141万円 8,062万円 99％
市たばこ税 3億7,972万円 3億8,738万円 102％
入湯税 3,078万円 3,037万円 99％
都市計画税 5億6,528万円 5億6,464万円 100％
合計 74億0,869万円 72億2,086万円 98％

（３月31日現在）
有価証券 513万円 出資金  24億5,665万円

　　　　　　　　　　 （３月31日現在）
　　　　　　　　　　　　　　    　   ４億円

　平成27年度予算の下半期（10月～28年３月）の執行状況がまとまりました。市民のみなさんに納めてもらっ
た税金などをどのように使ったのか、また、借入金や基金の額についてお知らせします。
　最終的な決算額は、５月31日までの出納整理期間を経て確定するため、今回の掲載とは異なります。決算の
内容は本紙12月１日号に掲載します。
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野
菜
づ
く
り
講
座

　
先
月
、西
の
里
会
館
で
行
わ
れ
た「
野

菜
づ
く
り
講
座
」。講
師
は
、
長
年
野
菜

の
品
種
開
発
や
栽
培
技
術
を
普
及
す
る

仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
安
達
英
人
さ
ん

だ
。
こ
の
日
は
、
落
花
生
の
栽
培
法
を

中
心
に
、野
菜
作
り
の
こ
つ
を
話
し
た
。

集
ま
っ
た
市
民
は
熱
心
に
耳
を
傾
け
て

い
た
。

質
問
の
時
間
に
は
、
次
々
と
手
が
挙

が
り
、
安
達
さ
ん
は
一
つ
一
つ
丁
寧
に

回
答
。
参
加
者
か
ら
は
「
毎
年
テ
ー
マ

の
野
菜
が
違
う
の
で
、
今
年
は
そ
れ
に

挑
戦
し
よ
う
と
意
欲
が
湧
き
ま
す
。
お

話
も
分
か
り
や
す
い
で
す
」
と
の
声
も

聞
か
れ
る
な
ど
、
好
評
だ
っ
た
。

　
　

野
菜
へ
の
思
い

小
樽
市
の
出
身
。
祖
父
母
の
家
が
農

家
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
頃
、

夏
休
み
に
遊
び
に
行
く
と
、
も
ぎ
た
て

の
ト
マ
ト
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
食
べ
さ

せ
て
も
ら
っ
た
。「
採
れ
た
て
の
野
菜
は
、

本
当
に
お
い
し
か
っ
た
ん
で
す
よ
」
と

懐
か
し
む
。

大
学
の
農
学
部
で
果
樹
や
野
菜
の
栽

培
を
学
び
、
卒
業
後
は
大
手
種
苗
会
社

に
就
職
。
白
い
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
「
ピ
ュ

ア
ホ
ワ
イ
ト
」
の
開
発
な
ど
を
手
掛
け

た
。
８
年
前
、
千
葉
県
に
本
社
が
あ
る

種
子
卸
会
社
に
入
社
し
、
北
海
道
営
業

所
長
に
就
任
。
道
内
の
小
売
店
へ
卸
売

り
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
種
を
販
売
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
直
接
、
直
売
所
の

方
と
話
し
て
、
お
い
し
い
食
べ
方
を
紹

介
す
る
な
ど
交
流
し
て
い
る
そ
う
。　

　

「
生
産
者
の
皆
さ
ん
が
心
を
込
め
て

作
っ
た
野
菜
な
の
で
、
多
く
の
方
に
食

べ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
お
手
伝
い
で
き

た
ら
と
思
い
ま
す
」。

新
規
就
農
者
や
直
売
所
経
営
者
、
消

費
者
向
け
の
講
演
活
動
で
、
道
内
各
地

に
足
を
運
ん
で
い
る
。

　
　

新
顔
野
菜
の
紹
介

　

安
達
さ
ん
が
力
を
注
い
で
い
る
の
は
、

ロ
マ
ネ
ス
コ（
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー
の
一
種
）

や
ス
イ
ス
チ
ャ
ー
ド
（
ほ
う
れ
ん
草
の

一
種
）
な
ど
珍
し
い
「
新
顔
野
菜
」
の

普
及
だ
。
栽
培
法
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
の
で
、
農
業
専
門
誌
に
寄
稿
し

た
り
、
育
て
方
に
つ
い
て
の
本
を
書
い

た
り
し
て
広
め
て
い
る
。

　

「
本
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
方
か
ら
、

上
手
に
作
れ
て
、
お
い
し
か
っ
た
と
言

っ
て
も
ら
え
る
事
が
、
何
よ
り
う
れ
し

い
で
す
ね
」
と
笑
顔
で
語
っ
た
。

　　
　

北
広
島
で
暮
ら
し
て

北
広
島
に
移
り
住
ん
だ
の
は
11
年
前
。

札
幌
に
あ
っ
た
当
時
の
会
社
と
長
沼
町

の
研
究
農
場
を
行
き
来
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
中
間
に
あ
る
北
広
島
に
住
も
う

と
考
え
た
。「
国
道
が
近
く
を
通
っ
て
い

る
の
で
移
動
に
便
利
で
す
ね
。
子
ど
も

た
ち
が
通
う
学
校
も
近
く
て
良
か
っ
た

で
す
」
と
話
す
。

体
に
良
い
野
菜
を
も
っ
と
食
べ
て
も

ら
い
た
い
。作
る
楽
し
さ
を
伝
え
た
い
。

そ
う
願
い
な
が
ら
、
安
達
さ
ん
は
活
動

を
続
け
る
だ
ろ
う
。　

安達さんの著書と監修本野菜づくり講座の様子。すぐに役立つ
アドバイスをしている

あだち・ひでと
美咲き野在住。
野菜の品種、技術開発の仕事に携わ
り、現在は種子卸会社の営業職。豊
富な知識を生かし、野菜作りの技術
指導や新種の野菜の栽培方法につい
て講演活動を行っている。
西の里地区生涯学習振興会主催の野
菜づくり講習会で、６年続けて講師
を務めた。
北海道フードマイスターなど各種資
格を取得。北海道らしい食づくり名
人にも登録されている。

食文化の向上に努める

安達　英人さん

野菜を食べて健康に
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遠山拓磨さん

東部小学校の
児童会活動

東部小学校６年
（児童会長）

　

ぼ
く
た
ち
書
記
局
は
「
全
校
児
童
が
光
り
輝
く
笑

顔
で
日
々
を
過
ご
し
、
い
じ
め
ゼ
ロ
の
学
校
に
し
よ

う
！
」
を
目
標
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
そ
の
目
標
を

達
成
す
る
た
め
に
、
今
年
は
「
い
じ
め
標
語
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

内
容
は
、
言
わ
れ
て
う
れ
し
い
言
葉
を
入
れ
て
標
語

を
作
り
、
選
出
さ
れ
た
も
の
を
校
内
に
掲
示
す
る
と

い
う
企
画
で
す
。

　

ま
た
、
い
じ
め
を
な
く
し
、
子
ど
も
た
ち
の
絆
を

深
め
る
た
め
に
「
ス
ポ
ー
ツ
交
流
」
も
実
施
し
て
い

き
ま
す
。
こ
の
交
流
は
全
校
を
１
組
と
２
組
に
分
け

て
行
い
、
書
記
局
と
６
年
生
が
中
心
と
な
っ
て
進
め仲良く活動しています

ま
す
。
や
る
ス
ポ
ー
ツ
は

誰
で
も
知
っ
て
い
る
鬼
ご

っ
こ
で
す
。
交
流
を
す
る

こ
と
で
全
学
年
が
仲
良
く

な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

　

書
記
局
は
、
こ
れ
ら
の

企
画
を
通
し
て
東
部
小
学

校
の
み
ん
な
が
人
の
気
持

ち
を
考
え
、
明
る
く
仲
良

く
す
る
学
校
を
目
指
し
て

い
き
た
い
で
す
。　

市
内
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
紹
介

す
る
　「
き
た
ひ
ろ
し
ま
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ

ッ
プ
」。健
康
づ
く
り
推
進
員
の
皆
さ
ん
が

情
報
収
集
し
、
実
際
に
歩
い
て
安
全
性
や

見
ど
こ
ろ
を
調
べ
た
12
コ
ー
ス
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
駐
車
場
や
ト
イ
レ
の
位
置

な
ど
が
、
分
か
り
や
す
く
表
示
さ
れ
、
歩

く
前
後
の
運
動
や
、
正
し
い
フ
ォ
ー
ム
な

ど
、
役
立
つ
情
報
も
。

大
曲
工
業
団
地
緑
地
コ
ー
ス
は
大
型
商

業
施
設
が
集
中
す
る
一
角
に
あ
り
な
が
ら
、

緑
が
と
て
も
豊
か
で
す
。
中
の
沢
川
に
沿

っ
て
水
音
を
聞
き
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、

多
く
の
野
鳥
に
出
会
え
ま
す
。

輪
厚
川
沿
い
を
歩
く
防
災
セ

ン
タ
ー
コ
ー
ス
は
、
千
歳
川
と

の
合
流
地
点
で
折
り
返
し
ま
す
。

周
囲
が
開
け
て
い
る
の
で
見
晴

ら
し
は
抜
群
。
市
街
地
の
方
向

を
眺
め
る
と
恵
庭
岳
や
樽
前
山

が
、
長
沼
方
向
に
は
夕
張
岳
な

ど
が
望
め
ま
す
。

マ
ッ
プ
は
無
料
で
、
市
役
所

案
内
と
健
康
推
進
課
、
各
出
張

所
な
ど
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
く
ら
し
の
情
報
↓
健
康
・
医
療

↓
健
康
づ
く
り
」
か
ら
も
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。
マ
ッ
プ
を
片
手
に
、
身
近
な
コ
ー
ス

を
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
か
ら
の
季

節
は
、
新
緑
や
花
々
が
目
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
で
し
ょ
う
。

今
月
12
日
に
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
森
を
歩
く
「
健
康
づ
く
り
市
民
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
多
く
の
方

と
歩
く
と
、
会
話
も
弾
み
そ
う
で
す
ね
。

＊
詳
し
く
は
22
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

防災センターコースからの眺め

大曲工業団地緑地コースに、小さな木の
橋がありました

NO.110
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マイナちゃん 問合せ　市民課（☎372-3311･内線677)

知っておこう
　　マイナンバーの使い方

　昨年11月に一人一人のマイナンバー（個人番号）を記載した「通知カード」  を送付し             ま          した。現在は、希望
した方に、身分証明書にもなるマイナンバーカード（個人番号カード）を交付しています。
　マイナンバーは、住民票がある全ての方が持つ、一人一人異なる12桁の番号です。社会保障、税、災害対策
の各分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が持っている個人情報が、同じ人の情報であることを確認する
ために使われます。マイナンバーが必要な市役所の手続きについてお知らせします。　　　　　　　　　　　　　　　　

マイ

休日交付を行います（予約が必要）
日時　６月26日㈰  午前９時～午
後４時　
会場  個人番号カード特設交付会
場（市役所第２庁舎平屋）　　　　

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
希
望
す
る
方
は
、
申
請
書
を
作

成
し
て
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
受
付
セ
ン
タ
ー
」

に
郵
送
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

本人受け取りが原則です！
　15歳未満や成年被後見人、代理人が受け取る場合
は、必要書類が異なります。事前に必ず問い合わせ
てください。

①６～16桁で、英字大文字と数字を組み合わせたも
の１つ　（例）ＫＩＴＡＨＩＲＯ７７
②４桁で数字のもの１つ　（例）２０１６

暗証番号は下記２つを考えてください

　

市
役
所
で
カ
ー
ド
の
交
付
準
備
が
完
了
す
る
と
、「
個
人
番

号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書
」（
は
が
き
）
を
送
付
し
ま
す
。

＊
申
請
か
ら
２
カ
月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

　市ホームページか電話で受け取る日時の予約を
してください。電話での予約は、平日午前８時45
分～午後５時15分です。

　予約時に受取場所を指定すると、西部・大曲・
西の里出張所で受け取ることができます。

①完全予約制になります

②出張所でも受け取れるようになります

　

は
が
き
が
届
い
た
ら
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市
役
所
ご
案

内
↓
お
知
ら
せ
↓
社
会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

制
度
」
に
あ
る
予
約
フ
ォ
ー
ム
か
電
話
で
、
カ
ー
ド
の
受
取

希
望
場
所
と
日
時
（
第
３
希
望
ま
で
）
を
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。
予
約
受
け
付
け
後
、予
約
番
号
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

＊
予
約
は
受
取
希
望
日
の
３
日
前
（
月
曜
を
希
望
す
る
場
合

だ
け
４
日
前
）
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

　

は
が
き
と
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類
を
持
ち
、
予
約

日
時
に
交
付
会
場
に
来
て
く
だ
さ
い
。
事
前
に
暗
証
番
号
２

つ
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。

＊
交
付
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

＊
本
人
確
認
書
類
は
９
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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　次の手続きには、原則、マイナンバ
ーを確認できる書類（マイナンバーカ
ードか通知カード。ない方はマイナン
バーが記載された住民票) と本人確認
書類が必要です。
＊マイナンバーカードをお持ちの方は、
マイナンバーカード１枚で、手続きが
できます。

通知カード

　引っ越しで住所が変わる時や結婚などで氏名が変
わる時は、届出時にマイナンバーカードか通知カー
ドが必要です。カードに記載されている内容を変更
するため、マイナンバーカードを持っている方はマ
イナンバーカードを、持っていない方は通知カード
を持参してください。
＊詳しくは、市民課（内線656）に問い合わせてく
ださい。

分野 内容 担当課

税金

●各種地方税の減免に関する手続き

税務課

●相続人代表者指定に関する手続き
●納税管理人に関する手続き
●個人住民税に関する手続き（一部除く）
●固定資産税・都市計画税に関する手続き（一部除く）
●猶予措置に関する手続き

医療
●国民健康保険に関する手続き

保険年金課●後期高齢者医療に関する手続き
●未熟児養育医療に関する手続き

福祉

●身体障害者手帳に関する手続き

福祉課

●自立支援給付・障がい児通所給付に関する手続き
●自立支援医療に関する手続き
●補装具費支給の申請手続き
●特別児童扶養手当に関する手続き
●精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
●障害児福祉手当・特別障害者手当に関する手続き
●生活保護に関する手続き
●戦没者遺族に対する特別給付などに関する手続き
●中国残留邦人等に対する支援給付に関する手続き

介護保険 ●介護保険に関する手続き 高齢者支援課

保育・児童

●保育施設・新制度に移行した幼稚園・認定こども園の利用
に関する手続き 保育課

●児童手当・児童扶養手当に関する手続き

児童家庭課

●母子・父子・寡婦福祉資金の貸付に関する手続き
●ひとり親家庭等日常生活支援に関する手続き
●自立支援教育訓練給付金に関する手続き
●高等職業訓練促進給付金に関する手続き
●入院助産に関する手続き
●母子生活支援施設に関する手続き

　次の①のもの１点か②のもの２点（全て有効期限内
のもの）を用意してください。
①顔写真付きの公的証明書　自動車運転免許証、パス
ポート、障害者手帳、住民基本台帳カード（顔写真入
り）、運転経歴証明書（平成24年４月１日以降交付のも
の）など
②その他の公的証明書　健康保険証、年金手帳、年金
証書、介護保険証、各種医療受給者証、社員証、学生
証など

マイナンバー
　　　カード

き

表面

裏面

マイナンバー

◆マイナンバーが必要となる手続き
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問合せ　選挙管理委員会事務局（中央公民館内、☎372-3700・372-3701）

　仕事や旅行、レジャー、冠婚
葬祭などで投票日に投票できな
い場合は、期日前投票をしまし
ょう。
期間　公示日の翌日～選挙期日

　選挙期日（投票日）までに満18歳に達し、
日本国籍を持ち、次のいずれかに該当する方
●生まれてから引き続き、北広島市に住所
を有する
●公示日の３カ月前までに北広島市に転入
の届け出をした
●選挙期日の４カ月前以降に転出し、転出
先の市町村の選挙人名簿に登録されていない
＊詳しくは、お問い合わせください。
◆投票方法
●選挙区選挙（候補者名を記載）
●比例代表選挙（候補者名か政党名を記載）

職種・
募集人数

①対象（年齢は４月１
日現在）　②採用期間　
③勤務時間など

報酬・
賃金

④必要書類　
⑤提出先・問合せ

投票事務
臨時職員
＝20人程度

①市内にお住まいで、
18歳以上（学生可）　
②・③　●投票日（７
月10日見込み）の前々
日か前日＝投票所の準
備（１時間程度）　●投
票日＝午前６時30分～
午後８時30分
＊７月６日㈬の事務従
事者説明会に必ず出席
してください。

1万4,200
円（通勤
手当を含
む）

④履歴書用写真
（学生証か普通自
動車運転免許証の
写しでも可）
⑤本人が直接、職
員課（内線726）
＊所定の申込書に
必要事項を記入し
てもらいます。

期日前・
不在者投
票事務臨
時職員＝
16人程度

①市内にお住まいで、
簡単なパソコン操作が
できる方　
②６月24日～７月９日
（見込み）　
③午前８時15分～午後
２時30分と午後２時15
分～８時30分の２交代
制（勤務時間は選べま
せん）

日額4,700
円と通勤
手当

④履歴書（写真付
き）　
⑤本人が直接、職
員課（内線726）

期日前・
不在者投
票立会人
＝12人程度

①市内にお住まいで、
選挙権がある方　
②６月24日～７月９日
（見込み）のうち４～
５日程度　
③午前８時15分～午後
８時15分

日額9,500
円と通勤
費相当額

④履歴書（写真付
き）　
⑤本人が直接、選
挙管理委員会（☎
372-3700）

申込期限６月10日

の前日
時間　午前８時30分～午後８時
＊投票所入場券裏面の宣誓書に
記入し持参すると、受け付けが
早く済みます。投票所入場券が
なくても投票できます。
◆各地区に特設会場を設けます
団地住民センター、大曲会館、
農民研修センター、西の里会館
で期日前投票期間中に、各地区
１日だけ特設会場を設けます。
時間　午前９時～午後７時

種類 区分 程度
身体障害
者手帳

両下肢・体幹・移動
機能の障がい

１・２級

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小
腸の障がい

１・３級

肝臓・免疫の障がい １～３級
戦傷病者
手帳

両下肢・体幹の障がい 特別項症～
第２項症

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小
腸・肝臓の障がい

特別項症～
第３項症

介護保険
被保険者証

要介護状態区分が要介護５

◆他の市町村での不在者投票
　選挙期間中に仕事や旅行などで他の市町
村に滞在する方は、滞在地の選挙管理委員
会で不在者投票をすることができます。北
広島市の選挙管理委員会に投票用紙を請求
してください。
◆病院や施設などでの不在者投票
　指定の病院や老人ホームなどに入院・入
所していて投票所で投票できない方は、病
院や施設に申し出てください。
◆郵便などによる不在者投票
　下表のいずれかに該当し、投票所に行く
のが困難な方は、郵便などで投票すること
ができます。この方法を利用するには、郵
便等投票証明書が必要です。事前に選挙管
理委員会に申請してください。
＊期限切れの証明書をお持ちの方や、他の
市町村から転入した方は、新たに手続きが
必要です。早めに申請をしてください。

今回の選挙から
選挙権年齢が

になります

新たに、団地住民
センターに特設会
場を設けます

●
市
役
所

セブン
イレブン
●
東記念館●

●

恵
庭
↓

↑
札
幌

道
道
江
別
恵
庭
線

中央
公民館

７月執行予定
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市の学校給食は、昭和49年に小学校の1,700食／日で開始しました。
現在は、市内全ての小・中学校で給食を提供しています。

■より安全で安心な給食提供のために
　近年、食中毒の発生や異物の混入などを防ぐため、衛
生基準が厳しくなっています。
　また、食物アレルギーを持つ子どもたちが増えていま
す。これらの課題を解消するため、市教委では取り組み
を進めていきます。

■給食の役割の変化
　学校給食の目的は栄養補給から、食育の推進へと大きく変わ
り、食を通じた学習や交流も行われています。給食は子どもた
ちに食の大切さや、大勢で食事をする楽しさ、日本の食文化を
伝えたり、地元の食材を活用したりする役割も担っています。
　給食は、１食当たりに必要な栄養素がバランスよく摂取でき
るように考えられています。また、飽きずにおいしく食べられ
るよう、調理方法や味付けなどさまざまな工夫をしています。
　子どもたちの心と体の健やかな成長を第一に、おいしくて栄
養満点、安全で安心な給食を提供し続けていきます。

■食物アレルギー事故を起こさないために
　給食センターでは、食物アレルギー事故を防止するため、全ての
児童・生徒を対象にアレルギー調査を実施し、状況を把握していま
す。現在は、保護者と給食センター・学校が連携し、以下のような
対応をしています。
●卵、生魚、そばは提供しない　
●果物、ミニトマト以外の食品は加熱処理をする　
●牛乳アレルギーがある子には、牛乳の提供を停止する　
●対象の食物が多い場合などは、相談のうえ弁当を持参してもらう
　また、アレルギー注意札の取り付けなどにより、誤食を防止して
います。

安全で安心な
学校給食のために
問合せ　給食センター（☎373-2487）

　公会計に移行しても、食材費を保護者の皆さんに負担してもらうことや、食材の地産地消の取り組みに変わ
りはありません。子どもたちに安全でおいしい給食を提供するため、学校給食の運営にご理解とご協力をお願
いします。

■学校給食の公会計化を進めています（平成29年４月実施予定）
　市の学校給食は、調理に必要な施設・設備の整備費や光熱費、人件費は市が負担し、
食材費は児童・生徒の保護者の皆さんが負担しています。
　これまで給食費の取り扱いは、保護者が給食費を納入し、学校ごとに管理する「私会
計方式」により運営されています。平成29年度からは、市の歳入歳出予算として管理す
る「公会計方式」に移行する予定です。
　公会計化により、給食費取り扱いにかかる事故の防止や、口座振替の金融機関が選択
できるようになるなどの利点があります。

公会計の仕組み（これから）

保
護
者

北
広
島
市

給食費の請求

給食費の支払い

私会計の仕組み（現在）

保
護
者

学
校
長

給
食

セ
ン
タ
ー
長

支払い給食費の請求

給食費の支払い
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 問合せ　企画課（内線688）
生
活

問合せ　税務課（内線830）
生
活

今年度の市民税・道民税（住民税）納税通知書は、６月７日に発送
する予定です。住民税が給与から差し引かれる方には、５月13日に
勤務先へ発送しました。
個人の住民税は、前年中の所得を基に計算され、１月１日現在お住
まいの市町村で課税されます。

●普通徴収　納付書か口座振替で納付します
納付時期　６月・８月・10月・12月
●特別徴収　給与や年金から差し引かれます
納付時期　●給与　６月～翌年５月の毎月
　　　　　●年金　年金支給月

あれっ、住民税の納付書が来た！　
給与（年金）から差し引かれてい
るのに、どうしてだろう？

給与や年金以外の所得がありませんか？
給与・年金から差し引かれている住民税は、
その給与・年金所得にかかっているものです。
それ以外の所得がある場合は、年税額との差
額分を普通徴収で納めていただきます。

また、65歳になった年は、年度の途中まで
は普通徴収のため、納付書が送付されるこ
とがあります。
他にも、住民税を２通り以上の方法で納め
ていただく場合があります。詳しくは、気
軽にお問い合わせください。

◆ふるさと納税特例控除額の拡充
ふるさと納税に係る寄付金控除について、特例
控除額の上限が個人住民税の所得割額（調整控
除後の所得割額）の20％に拡充されました。

◆ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告を行う義務のない方がこの制度の申請
をすると、所得税の控除分も合わせて、翌年の
個人住民税から控除を受けられるようになりま
した。
寄附先の団体数が５団体以内で、確定申告や住
民税申告を行わないなど、適用には条件があり
ます。

◆公的年金からの特別徴収制度の見直し
①仮特別徴収税額算定方法の見直し
年間の徴収税額を平準化するため、４月・６月・
８月の公的年金から差し引かれる仮特別徴収税
額が、前年度分の公的年金にかかる個人住民税
の２分の１に相当する額に変更されました。
＊平成29年４月分から変更になります。
②転出や税額変更があった場合の特別徴収継続
の見直し
年度の途中で市外に転出したり税額に変更があ
ったりした場合でも、一定の要件の下、特別徴
収を継続することになりました。
＊10月以後に実施する特別徴収から適用されま
す。

バスの利用者を増やし、生活バス路線を維持するため、路線バスの運賃を助成します。

運転免許返納者バス利用促進事業 高齢者バス利用促進事業

対象

申請時に満65歳以上で、４月１日以降に運転免許
を自主返納した方
＊有効期限を過ぎて失効した場合は、対象になり
ません。
＊一人１回限りの助成となります。

申請時に満70歳以上で、北広島団地地区か東部地
区にお住まいの方
＊毎年度１回助成を受けられます。

助成金額 20,000円相当のバス利用助成券（100円×200枚） 2,000円相当のバス利用助成券（100円×20枚）

助成対象路線 市内を走行するＪＲ北海道バスと北海道中央バス
の各路線

北広島団地線（北海道中央バス）

申請期間 ６月１日㈬～平成29年３月31日㈮
有効期限 平成29年３月31日

申請方法

運転免許の返納が証明できるものと本人確認書
類、印鑑を持ち企画課か各出張所

本人確認書類と印鑑を持ち企画課

＊特設申請窓口を開設します。
●６月６日㈪　午前10時～正午　第１住区集会所（広葉町２）
●６月７日㈫　午前10時～正午　第３住区集会所（里見町４）
　　　　　　　午後２時～４時　第４住区集会所（緑陽町１）　
●６月８日㈬　午前10時～正午　第２住区集会所（青葉町３）
　　　　　　　午後１時30分～４時30分　団地住民センター
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 問合せ　福祉課（内線812）
生
活

指定業者に依頼した場合、市が駆除費用を支援します。
平成27年度から、駆除費用の自己負担額が薬品代などの実費
相当分だけとなり、作業に掛かる費用は市が負担します。
対象　市内に家や土地を持っているか、借りている個人
＊事業所の土地建物や管理者がいるマンションは対象外です。
指定業者　㈱クリーン開発（千歳市流通１丁目4-7）
●月～土曜の午前８時30分～午後５時30分　☎0123-24-7787
●日曜と上記の時間外　☎080-6078-0263

＊駆除の時期や場所で、変わりません。

①指定業者へ電話で駆除を依頼
日程や巣の場所を打ち合わせします。
②指定業者が巣を駆除
指定業者が持参する申請書に記入してください。
＊申請書は、市ホームページ「申請書ダウンロード→環境課」
からも印刷できます。
③駆除後、自己負担額を直接、指定業者に支払う
＊巣が見当たらず駆除できなかった場合の出張費用などは、
全額自己負担です。
＊市では、巣の駆除はしていません。

蜂は、５月ころから活動を始めます。特に８月・９月は巣が
最も大きくなり、新しい女王蜂を育てるための準備を始める
時期です。攻撃性が高くなり、刺される被害も増加します。 ◆刺激しない

人が巣に近づくと、羽音を立てて飛び回り威嚇しま
す。静かに離れましょう。
◆帽子をかぶり、明るい色の服装をする
黒などの濃い色に強く反応して攻撃します。髪の毛
の黒色にも反応するので、帽子をかぶりましょう。
◆強い匂いをさせない
匂いに敏感です。香水や整髪料は控えましょう。弁
当などの匂いにも反応します。
◆家や車の中に入ってきたときは、外に出るのを待つ
蜂は、攻撃を受けたと感じると反撃に出ます。手で
振り払うなどすると、刺される危険性が高くなりま
す。できるだけ動かずに待ちましょう。

問合せ　環境課（内線825）
生
活

①かがんで、静かに、その場を離れる
②１・２分以内に、爪や指、専用の毒抜き器で蜂の
毒と血を一緒に絞り出し、10～15分流水で冷やす
＊口で吸い出してはいけません。
③症状が軽くても、医療機関を受診する

●家や車庫、物置などの隙間をふさぐ
●換気扇や換気口には、目の細かい網を取り付ける
●庭先やベランダには、なるべく物を置かない
＊軒下や床下、天井裏、壁の中、換気口、庭木・垣
根・植え込みなどが、巣の作られやすい場所です。

◆役所や会社・店などの役割

障がい者差別解消法は、障がいのある方もない方もお互
いにその方らしさを認め合いながら、一緒に生きる社会
をつくることを目指して、４月１日に施行されました。
この法律では、障がいを理由とした「不当な差別的取扱
い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が求められていま
す。

正当な理由なく、障がいがあるということで、サービス
の提供を拒否したり、制限したり、障がいのない方には
付けない条件を付けたりすることです。
例えば…
●障がいがあるという理由だけでアパートを貸さない
●車いすを利用しているからといって店に入れない
●本人を無視して付き添いの方だけに話し掛ける
●学校の受験や入学を拒否する

役所や会社・店などが、障がいの
ある方から困っていることを取り
除いて欲しいと求められたとき、
負担になり過ぎない範囲で対応す
ることです。
例えば…
●段差がある場合に、車いす利用者の手助けをする
●聴覚障がいのある方に筆談など音声以外で伝える
●視覚障がいのある方に書類を読み上げる
●知的障がいのある方に分かりやすく説明する

市では、職員が守るべき服務規律の一環として、障がい
者差別解消法に基づく「障がいを理由とする差別の解消
の推進に関する北広島市職員対応要領」を作成し、取り
組みを進めています。
障がい者差別解消法についての詳しい内容や市職員対応
要領などは、市ホームページ「くらしの情報→福祉・介
護→心身にハンディのある方へ」をご覧ください。

対象 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供

役所
してはいけない

しなければならない

会社や店など するように努力する
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0 . 7以上、一眼でそれぞれ0 . 3以上であること　●赤・
青・黄色の色彩の識別ができること　●聴力は左右共に
正常なこと　●言語や応答が明瞭で、充分発声ができる
こと　●日本国籍があること

〈各試験区分に共通の条件〉
●地方公務員法第16条（欠格条項）に該当しないこと
●国籍は問いません（消防を除く）が、在留資格で就職
が制限されていないこと（採用予定日までに就職に制限
のない在留資格を取得見込みの方は除く）。ただし、日本
国籍がない方は、採用後従事できる職務などに一部制限
があります　●採用後、市内に居住可能なこと　●障が
いがある方は、介護者なしに業務遂行や通勤ができること
〈消防の条件〉
●心身共に健康なこと　●視力は矯正視力を含み両眼で

募
集 問合せ　職員採用委員会（職員課内・内線727）

●事務上級Ａ＝10人程度　●事務上級Ｂ＝２人
●土木＝３人程度　●消防上級＝１人　
◆受験資格
〈年齢・学歴などの条件〉
事
務
上
級
Ａ

●昭和55年４月２日～平成７年４月１日に生まれ
た　●学校教育法による大学（短期大学を除く）
か同等の学校などを卒業（平成29年３月までに卒
業見込みを含む）

事
務
上
級
Ｂ

●昭和55年４月２日～平成６年４月１日に生まれ
た　●学校教育法による大学（短期大学を除く）
か同等の学校などを卒業　●10月１日から勤務が
可能

土
木

●昭和55年４月２日～平成９年４月１日に生まれ
た　●学校教育法による短期大学、高等専門学校、
大学か同等の学校などを卒業（平成29年３月まで
に卒業見込みを含む）　●土木技術に関する専門
課程を修了（修了見込みを含む）

消
防
上
級

●昭和63年４月２日～平成７年４月１日に生まれ
た　●学校教育法による大学（短期大学を除く）
か同等の学校などを卒業（平成29年３月までに卒
業見込みを含む）

日程・会場 内容

２次
試験

９月中旬を予定（日時・
会場など詳しくは、対象
者にお知らせします）

集団討論、個別面接、
身体検査

日程 会場 内容

１
次
試
験

筆
記

７月24日㈰ 道都大学
（中の沢149）

●事務上級Ａ・消防　
上級＝教養試験、論
文試験
●事務上級Ｂ＝論文
試験
●土木＝専門試験、
論文試験

面
接

８月17日㈬～21日㈰を予
定（日時・会場など詳し
くは、対象者にお知らせ
します）

適性検査、個別面接、
体力試験（消防上級
だけ）、身体検査（事
務上級Ｂだけ）

◆試験日程・会場など
〈共通〉

〈事務上級Ａ・土木・消防上級〉

◆申込書の配布場所
市役所案内と各出張所、団地住民センター連絡所、エル
フィンパーク、芸術文化ホール、夢プラザ
＊市ホームページ「市役所ご案内→職員・委員等募集→
正職員」からも印刷できます。

●直接　職員採用委員会（職員課内）
●郵送　「特定記録」で職員採用委員会（〒061-1192住
所不要・職員課内）
＊６月14日以降に投函する場合は、「特定記録・速達」で
送ってください（６月17日消印有効）。

 問合せ　商工業振興課（内線871）
生
活

産業の振興や雇用機会の創出などを促進するため、起業
時の事業所改装費用を補助します。

●個人事業者の場合、起業の日に住民票が市内にあり、
３年以上居住することが見込まれる
●法人の場合、起業の日までに本店所在地を市内にして
登記する
●建築基準法、都市計画法など、法令や条例に違反して
いない
●暴力団関係者でない
●一度もこの補助を受けていない
＊風営法の許可・届出が必要な業種やフランチャイズ契
約は、補助の対象外です。
＊商工会の空き店舗利用促進事業と併用できます。
補助対象経費　起業のための事業所改装費用
＊市内業者が施工したものに限ります。
補助金額　補助対象経費の２分の１（上限250万円）
＊補助金の交付は、書類審査で決定します。

対象　次のいずれかに該当する方
●事業を営んでいない個人で、税務署に届け出をして個
人事業者となるか、法人を設立して事業を開始する
●５月１日以降に起業し、起業の日か
ら６カ月を超えていない
●起業を予定している
＊年度内の起業が条件です。
補助の条件　
●市税などを滞納していない　　
●市内に事業所を置く
●北広島商工会の推薦を受け、起業後は加入する
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４月14日・16日、熊本地方を中心に最大震度７の地震が
発生し、大変大きな災害になりました。
家屋の倒壊や土砂崩れ、橋の崩落など直下型地震の恐ろ
しさを改めて教えられました。たくさんの家屋が倒壊し、
多くの被災者が避難所で過ごす映像を見て、日頃から備
えることの大切さを感じた方も多いと思います。

緊急地震速報が流れてから、数
秒から数十秒で大きな揺れが来
ます。まずは「命を守る行動」
を取ってください。頭を保護し
て机の下などに身を隠し、冷蔵
庫や家具の転倒、天井からの落
下物に備えます。揺れが収まっ
てから火を消してください。無
理に消そうと火傷をしては大変
です。

◆緊急地震速報が流れたら…

◆避難所には家族や近所の皆さんと一緒に

大人が１日に必要な水は３ℓと言われて
います。飲料水と非常食３日分を家族の
人数分、常備薬や予備のメガネ、紙オム
ツなど家族構成に合わせて必要なものを
用意しましょう。ゴミ袋・新聞紙は給水・
汚物処理に役立ちます。日頃から備えて
おきましょう。

◆日頃から最低限の備えを

保
健 問合先は、各記事の最後に記載　

減免 徴収猶予

対
象

①震災や風水害、火災などの災害による
ことが明らかな傷病で入院・通院した方
②次のいずれかの状況で、入院・通院費
の一部負担金の支払いが困難な方
●干ばつや冷害、凍害、霜害による農作
物の不作などの理由で、収入が前年より
３割以上減少した　
●事業や業務の休・廃止、失業などで、
収入が前年より３割以上減少した

内
容

①に該当　免除
②に該当　一時的に
生活が困難な度合い
に応じ、20～100％
の５段階で減額・免除

医療機関への支払い
を猶予し、市が立て
替えて支払い
＊猶予期間の終了後、
市に全額を支払いま
す。

期
間

３カ月以内（１カ月
単位）
＊さらに必要と判断
された場合は、申請
により３カ月を限度
に延長します。

６カ月以内

減免・徴収猶予の決定は、次の
ものを見て総合的に判断します。
●被保険者と生計を同じにする世帯全員の直近
３カ月の平均収入額　●預・貯金　●生活保護
基準額　●一部負担金の額など
問合せ　保険年金課（内線658）

◆国民健康保険税
通知書は、世帯主に送付します。世帯主が国保に加入していなく
ても、世帯に国保加入者がいる場合は世帯主に送付されます。
納付方法・開始時期
●納付書か口座振替で納付する方　６月から
●年金から差し引かれている方　４月・６月・８月は、２月と同
じ額が年金から差し引かれます。10月以降の支払い額で、今年度
の保険税額と金額を調整
＊保険税率などの改定と課税限度額の引き上げ、所得が少ない世
帯のための軽減制度の拡充を行いました。
問合せ　保険年金課（内線657）

今年度の通知書は、６月中旬に送付します。
＊失業や特別な事情で生活が著しく困窮し、納付が
困難な方は、申請すると減免になる場合があります。

◆後期高齢者医療保険料
保険料は均等割と所得割の合計で、個人ごとの納付です。
納付方法・開始時期
●納付書か口座振替で納付する方　６月から
＊年金から差し引かれている方で、４月から仮徴収されている場
合は、６月が今年度２期目の支払い月です。
保険料の計算方法

１年間の
保険料

均等割 １人
４万9,809円

所得割（平成27年中の所得
－33万円）×10.51％＋＝

＊月の途中で加入したときは、加入月からの月割りです。例えば、
９月15日に加入した場合の保険料は、７カ月分になります。
問合せ　保険年金課（内線730）

 問合せ　防災・庁舎建設課（内線648）
生
活

避難経路には、倒壊した家屋や切断された電線など、危
険なものがたくさんあります。決して一人では行動しな
いで、家族や近所の皆さんと一緒に行動しましょう。
避難所の情報は、
市ホームページ「災
害のときは→避難
場所」をご覧くだ
さい。
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